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1.

p 4 提言1-1：スタートアップ関連の政策目標達成への道筋を明確化

p 5 提言1-2：世界で勝てるSUへの選択と集中

p 6 【参考】重要技術領域への支援

p 7 提言1-3：グローバル展開を後押し

p 8 【参考】アクセラレータも支援する韓国政府のスタートアップ振興策
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５か年計画の目標 2024年

SUへの投資額 2027年度に10兆円規模 8748億円

SU数 10万社 2.5万社

ユニコーン数 100社 8社

※スタートアップ育成5 か年
計画におけるSU数とユニ
コーン数は将来目標。

左図出所：SU5 か年計画や
経産省資料を基に新経連事
務局作成
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（出所）JETRO 地域・分析レポート「スタートアップへ手厚い行政支援～韓国エコシステムの強み（1）」https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/0301/2b01cd82c17dbaba.htmlほか

１．TIPS（Tech Incubator Program for 
Startup）
①政府が指名した審査団（SU出身者や技術評価できる
専門家等で構成）がアクセラレータ（AC）を認定
②認定ACがSUに１億ウォン（約1120 万円）を先行投
資し、10％程度の持ち分を受け取る。
③審査団はACが推薦したSUに技術性・事業性がある
のか審査
④審査に通過すると、政府からSUにR&D資金（最大
５億ウォン）、創業事業化資金（最大１億ウォン）、
海外マーケティング資金（最大１億ウォン）が給付さ
れる
⑤当該スタートアップが「成功」した場合には、支給
されたR&D資金の10％相当額をロイヤルティ（技術
料）として政府に支払い

→ACの投資リスクを軽減する政府支援で、2013～
2023末までに2415社に１兆2600億ウォン（約
1400億円）が実行

２．アクセラレータ支援と海外進出支援強化
韓国では、政府から認定ACがグローバルプログラムを創業振興院（韓国政府の中小ベンチャー企業部（省に相当）傘下）に提出
し、同院の行っているグローバル・アクセラレータ・プログラムの基準を満たして同プログラムの運営会社として認められるこ
とで、AC側に1.5 ～５億ウォンの予算が下りる。それをもとにACは自国のSUの海外進出をサポートするプログラムを運営する。

総論

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/0301/2b01cd82c17dbaba.html
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2.

p 1 0 提言2ｰ1：非上場株式の発行・流通市場の育成

p 1 1 【参考】非上場株式の募集形態（現行制度）

p 1 2 【参考】提言2ｰ1-1：特定投資家制度の在り方

p 1 3
【参考】提言2-1-2：少額募集・少額免除の現行制度と

見直しの方向性

p 1 4 【参考】米国の開示方法・費用と調達コスト

p 1 5 【参考】提言2ｰ1-3：少人数私募の在り方

p 1 6 【参考】提言2ｰ1-4：非上場株式の流通市場の整備

p 1 7 提言2ｰ2：国内機関投資家のコミットメント強化

p 1 8 提言2ｰ3：海外からの投資呼び込みの基盤整備



10

ẇ

ẇ

2-1Ḳ 資金調達関係

VC 1 ṕ2020 Ṍ24 Ṗ

Ḳ
ṕ2025 12 Ṗ

1 .5 Ṿ
6



11

1 ṕ Ṗ ể
Ṍệ 5

50

ṕ 10 Ṗ

ṕ Ṗ 資金調達関係

Ḳ ể ṕ2025 8 26 Ṗ

*2



12

ẇ

2-1-1Ḳ 資金調達関係

Ḳ DWG ể ễ ṕ2025 Ị 10 Ṗ ṕ2025 9 Ṗ

現行制度と問題点 金融庁/日証協の見直しの方向性 新経済連盟のスタンス

・特定投資家には一般投資家とは異なり、適合
性原則や契約締結前情報提供など行為規制の多
くが適用されない。
・特定投資家を相手方とする私募は、簡易な開
示様式である特定証券情報・発行者情報の提供
又は公表が条件。
・特定投資家による取引は未だ限定的。J-Ships

（特定投資家向け銘柄）制度は2025年11月末時
点で株式取扱件数が36件、資金調達金額の合計
は255億円。
・プロ向け市場（Tokyo Pro Market （特定投
資家等限定の証券取引所））の上場銘柄は増加
しているが、資金調達事例は極めて限定的β。

・特定投資家私募の勧誘の相手方に、「潜
在的特定投資家」（現行の特定投資家要件
を満たすが移行手続きが未済の者）を対象
に加える。開示規制は特定投資家の場合と
同じだが、行為規制は適合性の原則等の一
般投資家の場合と同じ。
・特定投資家への移行要件のさらなる見直
しについては、金融庁が検討を行い、2025

年度中に結論を得る。

・個人投資家の特定投資家への移行要件
として、取引経験１年以上に加えて
①投資性金融資産・純資産３億円以上を
１億円以上に
②年収１億円以上を２０００万円以上に
③年収１０００万円以上の者に併せて求
められる特定の知識経験の資格として、
企業経営経験者、弁護士、不動産鑑定士
などを追加
・証券会社による特定投資家への勧誘に
関しても適合性原則など簡素な行為規制
を適用し、投資家保護を強化

ẑ Tokyo Pro Market ṕ2020 3 33 ẓ2025 2 136 Ṗ 2024 250 ṕ 476
Ṗ 52 ṕ 32 Ṗ
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現行制度 DWGの方向性 新経済連盟のスタンス

募
集
金
額
・
開
示
書

類 50人以上の一般投資家を対象とす
る1億円以上の新規発行有価証券
の勧誘行為は「募集」に該当し、
有価証券届出書の提出・開示義務
が課される。調達金額が1～5億円
である「少額募集」の場合、若干
簡易な届出書の提出・開示が可能
だが、その後継続的に有価証券報
告書等の提出が必要。

・少額免除の基準額を
1億円未満から5億円未
満に引き上げ。さらな
る引き上げを継続検討。
・少額募集は5～10億
円の調達金額に。通常
の募集と比較して簡易
な開示が可能なのは従
前どおり。

・今般の改正を踏まえ、投資家保護に問題がないことや少額募集の需要動
向を見つつ、免除基準額を中長期的に20億円を目指して引き上げること
を検討。
・「少額募集」を5億円以上10億円未満の募集で活用可能とするには、届
出書及び報告書の様式を特定証券情報・発行者情報並みに簡素化する必要
がある。現行の特定投資家私募における特定証券情報・発行者情報の計算
書類の監査は任意となるが、少額募集における開示書類の監査について、
発行会社のコストと投資家保護の観点から検討が必要。その際、米国にお
けるレビュー（部分保証）のように監査自体の段階的簡素化も含めて考慮。

基
準
額
未
満
の
手
続

調達金額が1億円未満の募集（少
額免除）は、有価証券届出書の提
出等が免除され、1000万円以上で
は有価証券通知書（非開示・非公
表）の政府への提出が必要。一般
投資家向けの証券会社を通じた募
集は届出書並みの会社内容説明書
の作成が必要。株式型クラウド
ファンディングの場合は同説明書
は不要。

・1～5億円の調達金額
の場合、届出書は不要。
有価証券通知書を公衆
縦覧書類にし、会社法
上の事業報告・計算書
類（監査報告書はなく
ても可）を添付。

・少額免除の場合も日証協店頭有価証券規則で求められる会社内容説明書
の簡素化（有価証券通知書と会社法上の事業報告・計算書類（監査報告書
の添付は任意）。これに加え投資家向けの説明書類を作成）。会社内容説
明書は少額免除の募集をする発行会社が、証券会社に投資勧誘を依頼する
ときに作成義務が課されるが、届出書並みの詳細な内容と監査が必須と
なっており、作成コストが高く、現状のまま免除基準額を5億円に引き上
げられても発行会社は証券会社の顧客網を活用できない可能性がある。
・少額免除を証券会社を通じて準特定投資家に募集する場合の開示情報に
ついても特定証券情報・発行者情報並みに簡素化するべき。

Ḳ ể3
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規制改革実施計画（2025年6

月）の記載
金融庁のスタンス（2025

年4月）
新経済連盟のスタンス

金融庁は、（中略）以下の事項に
ついて検討の加速化を行い、令和7

年度中に結論を得る。（中略）
②スタートアップ等が株式による
資金調達を行いやすくする観点か
ら、（中略）少人数私募における
人数要件（49名以下）の緩和並び
に人数要件を勧誘者基準から取得
者基準に変更する等の在り方。

・金融庁としては、一般投資家
からではなく、一定の知識経験
のある人からお金を集めるとこ
ろを強くしていきたい
・49名以下であれば縁故者だ
から情報の非対称性が大きくな
く開示不要でいい、いう整理に
なっている。

・有価証券通知書を開示資料として、これを提出・公衆縦覧した場
合は、少人数私募の対象を「勧誘先49名(社)以下」からEU並みの
「勧誘先は150名未満」か、米国の取得者基準にならった「購入者
49名以下」にする。
・少人数私募において、発行会社からの委託で証券会社がその顧客
網に対し、適合性原則の下、投資勧誘できるようにする。この場合、
一般投資家を対象とする場合に作成が必要な会社内容説明書の簡素
化とともに、主要国同様に発行会社が私募目論見書（PPM）を作成
し、発行会社および証券会社によるPPMの投資家への交付・説明を
普及させる。
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2024年金商法改正（24年11月、25年5月施行） 日証協の方向性 新経済連盟のスタンス

●非上場有価証券の仲介業者の登録要件緩和：特定
投資家を対象として、非上場有価証券の仲介業務に
特化し、原則として有価証券や金銭の預託を受けな
い場合には第一種金融商品取引業の登録要件等を緩
和（資本金要件、自己資本規制比率等の緩和
●非上場有価証券の電子的な取引の仲介業務
（PTS）の参入要件緩和：非上場有価証券の電子的
な取引の場を提供する場合、取引規模が限定的なと
きは、PTSの認可を要せず、第一種金融商品取引業
の登録により運営可能とする。また、従前の認可で
求めていた追加的な資本金要件（3億円）を課さな
いほか、システム要件を緩和

・取次型登録PTS
の価格情報の公表、
適時の情報提供の
見直し（2025年度
中に結論）
・株主コミュニ
ティ規則の価格情
報等の公表の見直
し（2025年度中に
結論）

・我が国の非上場株式の流通市場が、証券会社の仲介の下、
諸外国のようにオンラインマーケットプレイス（プラット
フォーム）上で多額のエクイティが調達され、未上場株式が
投資家間で流通する枠組みのレベルに到達しているかについ
て、定点観測を行い、適宜見直しを継続することが必要。
・登録PTS上においてセカンダリー取引する際、株主コミュニ
ティや特定投資家私売出し、企業価値評価可能な特定投資家
への勧誘制度に基づき、十分な流動性を確保できるか制度を
検討する。
・株主コミュニティの運営会員（証券会社）が適合性の原則
の下、潜在的特定投資家に勧誘することを解禁する。
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主要機関名
運用資産額
（概算）

資産種別 補足

年金積立金管理運用独立
行政法人（GPIF） 250兆円 運用資産総額

（積立金）
世界最大級の公的年金基金。

ゆうちょ銀行 230兆円 運用資産総額
（単体）

巨大な貯金残高を運用する機関投
資家。

日本生命保険 96.3兆円 連結総資産 国内最大の民間生命保険会社。

農林中央金庫 83.5兆円 連結総資産
農業・林業・漁業協同組合系統の
金融機関。

第一生命ホールディング
ス 69.9兆円 連結総資産

傘下に複数の生命保険会社を擁す
る金融持株会社。

かんぽ生命保険 59.5兆円 総資産 日本郵政グループの生命保険会社。

明治安田生命保険 53.5兆円 総資産（単体） 大手民間生命保険会社の一角。

住友生命保険 48.9兆円 連結総資産 大手民間生命保険会社の一角。

国家公務員共済組合連合
会（KKC） 9.9兆円 運用資産総額

（積立金）
公的年金等積立金の一部を運用。

私立学校振興・
共済事業団 4.1兆円 運用資産総額 公的年金等積立金の一部を運用。
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3.
p 2 0 提言3ｰ1：労働力の流動性向上

p 2 1 【参考】解雇法制の概要

p 2 2 提言3ｰ2：M&Aを見据えたストックオプションの活用基盤整備

p 2 3 【参考】提言3ｰ2ｰ1：M&A時のSO売却益の分離課税化
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ṕSOṖ ṕSUṖ
M&A SU SO

M&A

ẇSO
ẇ M&A SO ṕ Ṗ

ṕ23 Ṗ

3-2ḲM&A 人材関係

Ḳhttps://www.yamada -partners.jp/tax - topics/newsletter -s241202 -2
https://ofall.jp/column/28/
https://masouken.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%A8%E5%90%88%E4%BD%B5%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84
https://biz.moneyforward.com/ipo/basic/12639/

M&A SO

手法 被買収
会社

権利義
務の移
転方法

一般的なSOの処理方法 SOへの主要な影響

株式譲渡
（完全子
会社化）

存続 株主変
更のみ

買収側によるSOの買取
（Cashout）または代替
付与（Substitution）

・SO売却による差額利益は税制非適格の給与所得または一
時所得として総合課税の対象

・代替付与されたSOなどが税制適格か確認が必要

吸収合併 消滅 包括承
継

存続会社のSO等への代
替付与または現金買取

権利が自動的に失効するリスク（契約による承継が必要）

事業譲渡 存続 個別承
継

権利は残留するが、
Cashoutやその他の補填
措置が事実上必要

企業価値の源泉が失われ、SOが経済的に無価値化するリス
ク

https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://www.yamada-partners.jp/tax-topics/newsletter-s241202-2
https://ofall.jp/column/28/
https://masouken.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%A8%E5%90%88%E4%BD%B5%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84
https://biz.moneyforward.com/ipo/basic/12639/
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SO ṕ Ṗ

ẇSO

3-2ԃ1ḲM&A SO 人材関係

Ḳ ḲM&A Online 2025 ṕ Ṗ
ḲOf All IPO SO

M&A

Ḳ 2025

順位 スキーム 件数

1位 株式譲渡 957件

2位 事業譲渡 141件

3位 会社分割 69件

4位 株式交換 20件

5位 第三者割当増資 19件

Ḳ2025 MẀA M&A Online MẀA

9 SO
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4.

p 2 5 提言4ｰ1：オープンイノベーション促進税制の強化

p 2 6 提言4ｰ2：のれんの非償却化

p 2 7 提言4ｰ3：政府助成制度の対象費用緩和

p 2 8 提言4ｰ4：大企業とSUの事業連携における公正取引促進
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2026 SU 25Ṿ
ṕOI Ṗ ṕ2 Ṗ

OI
ẇ 25Ṿ 50Ṿ
ẇ OI SU

1000
ẇM&A 5

4-1Ḳ 事業連携関係

OI

Ḳ 8

参加メンバー意見

・OI税制自体は非常にいいもので、これに
より投資のハードルが下がる。制度を改善す
ればよりOIにつながる。税制適用が少ない
としたら現状に利用のハードルがあるためで
はないか。

・出資時に税制優遇受けられるが、継続審査
が数年続く。継続審査で通らないと初年度分
からさかのぼって返金しないといけない。継
続審査の基準があいまいで、審査が通るか否
かは担当者しだいであることが税制活用のイ
ンセンティブを下げている。

・中小企業向け出資の下限額が1000万円。
1000万円とまではいかなくても、300万円
や500万円程度であれば出せるという経営者
はいる。
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ẇ M&A ṕ Ṗ
20 IFRS

M&A

M&A M&A
ṕ Ṗ

4ԃ2Ḳ 事業連携関係

Ḳ
2025 11 17

ṕ2025 6 Ṗ FASF,ASBJ

経済財政運営と改革の基本方針2025（骨太方針2025）

・出口戦略の多様化に向け、Ｍ＆Ａを活性化させる。大学や大企業に加え、スター
トアップも参画する新たなオープンイノベーションを実施する。のれんの会計処理
の在り方に関する関係者の議論を後押しする。

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版
②のれんの会計処理の在り方の検討

スタートアップに係るM&Aを促進する観点から、我が国の会計基準におけるのれん
の会計処理の在り方に関し、短期的な措置として、のれん償却費の計上区分を現状
の営業費用から営業外費用へと変更すること、また、中期的な措置として、のれん
を非償却とすること等について、様々な手法を視野に入れつつ、企業会計基準設定
主体における議論において、こうした提案を行っているスタートアップ関係者の問
題意識が十分くみ取られ、適切な議論が行われるよう、検討プロセスも含め、フォ
ローする。

ASBJṕ Ṗ FASFṕ

Ṗ

FASF 2025 11

26 3
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ẇ SBIR

M&A

M&A

ẇ

4ԃ3Ḳ 事業連携関係

Ḳ ṕ2024 7 Ṗ

Ḳ SBIR ṕ2023 5 Ṗ

SBIR ṕSmall Business Innovation Research Ṗ
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ẇ

SU OI OI

2022 3 SU

SU

4ԃ4Ḳ SU 事業連携関係

Ḳ ṕ2022 3 Ṗ

参加メンバー意見

・ CVCにフォーカスすると、彼らは結局、事業会社であり、
人材のサステナビリティに課題がある。また、SUと事業会
社の連携では、契約などにおける情報の非対称性といった
「不平等条約」のようなものがあり、ここはWin-Winで
なければならないという再認識がすごく重要。

・大企業が大学に頻繁に足を運び、研究シーズを探しに
行っているが、目的はその知財などの権利を「安く買う」
こと。大学SUを運営する教授陣も当然知財を守りたいが、
それ以上に大企業の交渉がうまく、結果的に安く買いたた
かれている。本来はもっと事業化できたはずのものが１つ
のシーズくらいにとどまってしまっているケースが多くみ
られる。



29

5.

p 3 0 提言5ｰ1：大学発SUの政策方向性の転換—「量」から「質」へ

p 3 1  【参考】ペンシルベニア大学の知財戦略

p 3 2 提言5ｰ2：大学の役割強化—イノベーション担当の内部育成

p 3 3
【参考】カリフォルニア大学バークレー校、マサチューセッツ工科
大学の産学連携体制

p 3 4 【参考】東京大学のスタートアップ支援

p 3 5 【参考】ミュンヘン工科大学のスタートアップ支援事例

p 3 6 提言5ｰ3：情報基盤の整備—「シーズ」と「ニーズ」の架け橋

p 3 7 【参考】シーズとニーズのマッチングデータベース例
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ẇ SU SU

SU
SU

5ԃ1Ḳ SU - 大学関係

Ḳ 6 ṕ Ṗ

/
(2024/10 )

2023 440 * 1175
* 1:

*2:2024 10 2024

*2

SU

Ḳ ṕ Ṗ2021
1
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大学関係

Ḳ 2 ṕ2025 10 Ṗ
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ẇ

OỔ

大学関係

2Ḳ -

ṕ
Ṗ

(2024/10
)

ṕ Ṗ

Ḳ 6

ṕn=487* Ṗ ṕn=498* Ṗ

5ԃ2Ḳ -

懇談会参加メンバー意見

・研究開発型の大学SUの起業支援でうまくいっている
大学は、イノベーション担当を置いていて、研究シーズ
の事業化を大学内でできている。VCが研究シーズを多
くの研究成果などから見つけるのは容易ではないため、
VC任せではなかなか連携が進まない。

・大学の先生方が共同研究事業を探すという事業を過去
に担当したときは、産学連携担当がいるか否かでピッチ
のブラッシュアップなども含めて、全然違う印象を持っ
た

・各大学が自分たちで研究しているシーズメニューや、
その領域の優位性、研究フェーズ、実用化・事業化のめ
どなどを把握していないところが多い印象がある。
URA（ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレー
ター）が、質・量ともに不足していて、機能していない
のではないか。
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Ḳ

2 ṕ2025 10 Ṗ

Ḳ Ṅ

(MIT) Ḳ

ẇILPṕIndustrial Liaison Program ṖḲ
5

260

ẇ
SU

ẇMIT MIT SU
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TLO

GAP

SU

Ẍ ( )
GAP ẑ

Ẍ ( )
IPC UTEC

Ẍ SU ṕ Ṗ

SU Ḳ638 ṕ Ṗ
2025 3 31 Ḳ 2025,



35Ḳ (CRDS ) Unternehmer TUM GmbH HP(2025/12)

CDTM
（Center  for  D ig i ta l  techno logy 

and  managements）

Unternehmer TUM 
GmbH

(ウンターネーマートゥム)

SU 起業アドバイス
（TUM Grěndungsberatung)

アーリーステージVC

(UVC Partners)

アクセラレータプログラム
（TechFounders )

インフラ提供
(TUM Venture Labs *2 /Munich Urban 

Colab *3 )

500
ẁ1

( )

*1: An - Institut :

ṕ
Ṗ

20
2 5 ṕ

Ṗ

B2B
SU

Ṅ
SU

MIT

Ẍ

Europe Leading Start -up Hubs Ễ ể (2024,2025)
ṕUnternehmer TUMṖ *1 100 SU

240 SU ỉ

*2: *3: 

( )
100 ṧ Scalable Startups
500 ṧ Innovation Partnership 
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ẇ

5ԃ3Ḳ -

Ṍ by Ṍ

Ḳ Ṩ Ṩ2021 02 15

参加メンバー意見

・投資サイドと研究サイドのマッチングにおいて、
「研究シーズのメニューや研究がどのフェーズにき
ているのか」「領域ごとの優位性やいつごろ事業化
できそうなのか」という点のデータ整備が必要

・技術の成熟度（どこのフェーズなのか）、用途探
索の入口（どのような価値があるか）を出していた
だいて、議論できる土台を作ってほしい

・事業会社側からだと、自社のニーズはオープンに
しづらいので、中立的な立場の国や公共機関の方が
出しやすい印象

・大学の中から出していくべきシーズはどこにある
のかとか、そこに対してどれくらいの価値が想定で
きるのか、というのが一定程度要素分解できるよう
になってくる。そうすると、金融プレイヤーも考え
やすくなると思う
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Ẍ

Bibbidi
2025

10

15
(

) AI
/

Seeds-Hub
2023

10 AGRI SMILE
Convallaria

DM

18
ṕ Eisai,

Ṗ
Ḳ28 ṕ

Ṗ2024 5 6

2018
1

Ḳ45 ṕ

Ṗ
650

Ḳ HP
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6.
p 3 9 提言6ｰ1：地域特性を活かした産業集積

p 4 0 提言6ｰ2：地方自治体によるスタートアップ支援の強化
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ẇ SU
ẇ SU 5ԃ1Ṍ3
SU SU ẑ

3 SU ṕ57ṾṖ

ẑ SU J-Startup

6ԃ1Ḳ 地方関係

Ḳ ẓ 2 2

SU Ị

2025 Ỉ NEXT ṕ

Ṗ ṕ

Ṗ 5 13

J-Startup 239
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ẇ 7

ẇ SU

SU SU
7 8 VC

6ԃ2Ḳ 地方関係

SU

Ḳ 6

FCA

Ḳ

ṕFCAṖ ẑ SU

SU SU

ẑ 167 2 1 4
SU

4
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ⱪ♇▪♩כ♃☻ ⱷfiⱣכ
【新経済連盟 幹事】

★伊地知 天（新経済連盟幹事/Creww株式会社 代表取締役CEO）

★志水 雄一郎（新経済連盟幹事/フォースタートアップス株式会社 代表取締役社長）

【会員企業】

・北嶋 貴朗（株式会社Relic 代表取締役CEO）

・土井 雄介（株式会社ユニッジ 共同創業者 Co-CEO / 株式会社アルファドライブ

新規事業経営EG責任者 兼 東海拠点長）

・内木 遼（Plug and Play Japan株式会社 執行役員 COO）

・中村 亜由子（株式会社eiicon 代表取締役社長 / founder）

・Phillip Vincent（Plug and Play Japan株式会社 代表取締役社長）

・前川 寛洋（Funds Startups株式会社 代表取締役）

・松本健次（株式会社GROWGRIT 代表取締役）
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